
　　①  横手会場：横手市役所条里南庁舎講堂　　　②  駐車場：条里南庁舎向かい除雪センター前

　　④  日程表　※横手地域以外の会場日程については右の二次元コードを読み込んでください。

2 4 （水） 2 27 （金）
5 （木） 28 （土）
6 （金） 3 1 （日）
7 （土） 2 （月）
8 （日） 3 （火）
9 （月） 黒川（寺村・百万刈以外） 4 （水）

10 （火） 黒川字寺村・百万刈・上境・上八丁・下八丁 5 （木）
11 （水） 休 6 （金）
12 （木） 下境・大屋寺内 7 （土）
13 （金） 外目・柳田 8 （日）
14 （土）
15 （日）
16 （月） ※雪まつりのため横手会場は開催しません。

17 （火） 大 屋 新 町
18 （水） 大 屋 新 町 11 （水）
19 （木） 三 本 柳・清水町新田・塚堀
20 （金） 赤坂
21 （土）
22 （日）
23 （月） 14 （土）
24 （火） 赤川・猪岡 15 （日）
25 （水） 朝日が丘一～四丁目
26 （木） 安本・金沢・金沢本町

◇必要書類等

◇申告相談会場での申告にあたっての留意点

　　　

16 （月）
鍛冶町・四日町・大町・中央町
大水戸町・蛇の崎町・平城町

横山町・神明町・清川町・南町

12 （木）
田中町・羽黒町・上内町・平和町・本郷町

寿町・松原町・台所町・城南町

休
13 （金）

朝倉町・城西町・城山町・幸町
二葉町・本町・根岸町

休

休

9 （月）
大沢・追廻一～三丁目・駅西一～三丁目

駅南一～三丁目・三枚橋一～二丁目

10 （火） 条里一～三丁目・旭川一～三丁目・明永町
大鳥町・新坂町・梅の木町・駅前町

休
安田原町・安田
睦成・横手町

婦気大堤
杉沢・杉目

前郷・前郷一～二番町・八幡・静町

休

日 曜日 地区割

LINE事前予約日（地区割なし）
金沢中野

休

　・給与や公的年金の令和７年分源泉徴収票、報酬等の支払調書等
　・自分で事業を営んでいる方は、収支内訳書（必須）及び仕入売上等の帳簿、必要経費の領収書
　・確定申告のお知らせはがき（税務署から届いている方）

◇申告相談会場　※受付時間を過ぎると申告相談はできませんのでご注意ください。

　　③  受付時間：午前８時３０分～１１時００分 　午後１時００分～３時００分　（LINE事前予約日を除く。）

月 日 曜日 地区割 月

　　令和８年度市県民税の申告相談について

　　①　農業などの事業所得を申告される方は、自分で伝票や領収書を整理・集計してから来場してください。

　　①  住宅借入金等特別控除の申告のうち、令和７年中に入居した方・連帯債務の方・借り換えをした方

　　④  青色申告　　　⑤  損失申告　　　⑥  免税牛に関する申告
　　②  土地・建物・株式の売却・収用等の分離譲渡所得の確定申告　　　③  亡くなられた方の確定申告（準確定申告）

　　※　自分で所得税確定申告書を作成した方は、税務署に直接提出してください。申告相談会場でのチェックは行いません。

◇次の①から⑥の申告は、市の会場では受付できませんので、横手税務署へ直接申告してください。

　　②　医療費控除を受けようとする方は、個人ごとの医療機関ごとに集計し、事前に「医療費控除の明細書」を作成して
　　　　から来場してください。　　　明細書を作成していない場合は、医療費控除の申告はできません。

　・マイナンバーカード　※申告する方全員分必要です。
　・次の各種控除を受けられる方は、その内容や金額が確認できる領収書、医療費通知、証明書、手帳等
　　雑損、医療費、寄附金、社会保険料（国民健康保険税・国民年金保険料・任意継続保険料等）、小規模企業共済等掛金、
　　生命保険料、地震保険料、障害者、勤労学生等

① 下記の二次元コードから登録

または、
LINEの友達追加から
ID「＠aiw3450h]を検索

② 基本メニューの
「各種申込 応募・予約」をタップ

③ 「市・県民税相談予約」をタップ
自分の申告状況を入力し、予約日を
選択して予約完了

横手市公式LINE de 申告相談簡単予約
２月４日（水）～６日（金）の３日間、市公式LINEでの
事前予約による申告相談会を行います。
地区割はなく、下記の方法により予約可能です。
待ち時間なく申告相談できますのでぜひご利用ください。

《予約方法》

予約はかんたん

3ステップ

《予約受付期間》

１月１５日（木）午前１０時～相談希望日の２日前 ※先着順

※この期間は事前予約なしではお受けできません。
※電話での予約受付はできません。

申告相談日程表


